
 

立川市都市計画マスタープラン原案について 

 

・計画素案からの主な変更内容について 

 

No 頁 該当箇所 変更前 変更後 

1  6 第２章まちづくり

の現状・課題 

第１節立川市の現

況・特性 

新しい街並みが出来ていきまし

た。 

 

新しい街並みが出来ていきまし

た。 

昭和13年には、飛行機工場が大森

区（現大田区）から北多摩郡大和

村（現東大和市）に移転し、この

工場への資材・製品輸送強化のた

め、昭和19年に小川～玉川上水間

が専用鉄道として開業しました。

その後、昭和43年に開業した玉川

上水～拝島間と合わせて、現在の

西武拝島線が形成されました。 

2  7 第２章まちづくり

の現状・課題 

第１節立川市の現

況・特性 

市街地整備を重点的に推進し、多

摩地域の都心にふさわしいまち

づくりを 

市街地整備を重点的に推進し、多

摩広域都市圏の拠点都市にふさ

わしいまちづくりを 

3  9 第２章まちづくり

の現状・課題 

第１節立川市の現

況・特性 

多摩26市に所在するＪＲ中央線

の駅の中で、 

多摩地域におけるＪＲ中央線の

駅の中で、 

4  11 第２章まちづくり

の現状・課題 

第１節立川市の現

況・特性 

令和２（2020）年以降増加傾向に

あり、令和４（2022）年は107事

業所となっています。また、従業

者数は令和３（2021）年増加傾向

にあり 

令和元（2019）年以降増加傾向に

あり、令和４（2022）年は107事

業所となっています。また、従業

者数は令和２（2020）年以降増加

傾向にあり 

5  12 第２章まちづくり

の現状・課題 

第１節立川市の現

況・特性 

「立川市第６次農業振興計画（令

和７(2025)年）」時点で、農家数

は277戸、生産緑地面積は194ha

といずれも、北多摩地区17市で最

も高い数値となっていますが、農

家数・農地面積が減少傾向にあり

ます。 

立川市第６次農業振興計画（令和

７(2025)年）」によると、令和２

（2020）年時点での農家数は277

戸、令和４（2022）年時点での生

産緑地面積は194haとなってお

り、いずれも北多摩地区17市で最

も高い数値となっていますが、農

家数・農地面積ともに減少傾向に

あります。 

6  17 第２章まちづくり

の現状・課題 

第２節これまでの

取組と課題 

実現性の低い区間なども見られ

ることから、居住環境や防災性向

上のために必要な 

実現性の低い区間なども見られ

ることから、必要な 

 【令和７年12月11日環境まちづくり委員会における素案からの変更】 

諮 問 第 ６ 号  資 料 ３ 

令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日 

都市整備部都市計画課 



 

7  24 第２章まちづくり

の現状・課題 

第２節これまでの

取組と課題 

出典：東京都不燃化ポータルサイ

ト 

出典：東京都不燃化ポータルサイ

ト「地震に関する地域危険度測定

調査（第９回）」 

8  26 第２章まちづくり

の現状・課題 

第２節これまでの

取組と課題 

令和６（2024）年３月の流域下水

道への編入に伴い、北多摩二号水

再生センターへ下水送水を開始

しました。錦町ポンプ場の雨水ポ

ンプ機能の更新が必要となって

います。 

また、旧単独処理区では、令和６

（2024）年３月の流域下水道（北

多摩二号処理区）への編入に伴

い、北多摩二号水再生センターへ

下水送水を開始しました。流域編

入後も引き続き活用する錦町ポ

ンプ場（旧錦町下水処理場）の雨

水ポンプは老朽化が進んでいる

ことから機能の更新が必要とな

っています。 

9  26 第２章まちづくり

の現状・課題 

第２節これまでの

取組と課題 

 図 流域編入の概要図 

出典：立川市下水道総合計画（令

和７（2025）年） 

10  30 第２章まちづくり

の現状・課題 

第３節社会や周辺

環境の変化 

変化することが想定されます。 変化することが想定されます。 

特に多摩都市モノレール（上北台

～箱根ケ崎）は、令和７（2025）

年11月に事業認可を取得し、2030

年代半ばの開業を目指して事業

が進められています。このため、

沿線の２市１町は、延伸を見据え

た地域のポテンシャル（潜在的な

力）を最大限に発揮するためのま

ちづくりの方向性を明らかにす

ることを目的とした「モノレール

沿線まちづくり構想（平成30

（2018）年）」を共同で策定し、

沿線地域が一体となったまちづ

くりが進められています。 

11  32 第２章まちづくり

の現状・課題 

第４節国や都の動

向 

エネルギーの効率的利用を支援

していくこととしています。 

環境に配慮した民間都市開発の

推進等によるエネルギーの効率

的利用を支援していくこととし

ています。 

12  33 第２章まちづくり

の現状・課題 

第４節国や都の動

向 

広域的な都市機能の強化が求め

られています。 

具体的には、交通結節点であるＪ

Ｒ立川駅周辺の再開発や、商業・

業務施設の充実を通じ、地域経済

の活性化と多摩地域全体の発展

を牽引する都市として期待され

広域的な都市機能の強化が求め

られています。 

当該拠点では、整備が進む道路・

交通ネットワークを活用し、大学

や企業、研究機関などとの連携に

より、業務・商業・産業機能が集

積し、広域的観点から経済活力の



 

ています。 

また、多摩都市モノレールの延伸

や道路網の整備により、都市間ア

クセスの強化や住民・企業の移動

利便性が高まり、本市の広域的な

役割がさらに拡大することや、地

域間の交流促進により多摩地域

全体の一体的な発展に寄与する

ことが期待されています。 

向上に寄与することが位置付け

られています。また、豊かな自然

環境や職と住との近接など、多摩

ならではの魅力を生かし、その価

値を世界に向けて発信し、広域的

観点からの発展に寄与する拠点

としても位置付けられています。 

そのため、「民」の力を積極的に

活用し、開発や土地利用転換を進

め、産業・経済や芸術・文化とい

った多様な面からのイノベーシ

ョンの創出など、東京の魅力を高

める都市機能の集積を促進する

ものとされています。 

13  36 第２章まちづくり

の現状・課題 

第５節今後のまち

づくりの視点 

本市の魅力を継承・最大限活用す

るとともに発展させていく 

本市の魅力を継承・発展させるこ

とにより新たな価値を生み出す 

14  36 第２章まちづくり

の現状・課題 

第５節今後のまち

づくりの視点 

社会の変化を踏まえた対応 前回改定以降の社会の変化に対

応した計画として見直す 

15  40 第３章立川市の将

来像 

第２節まちづくり

の目標 

脱炭素社会の実現に向けた環境

とまちづくり 

脱炭素社会の実現に向けたまち

づくり 

16  43 第３章立川市の将

来像 

第３節将来都市構

造 

交通利便性等を生かした業務・ビ

ジネス、商業、文化、飲食サービ

スなど高度な機能集積により、東

京圏の都市活力や都市文化をリ

ードする拠点としてＪＲ立川駅

周辺地域および都市軸沿道地域

を位置づけます。 

交通結節性の高いＪＲ立川駅周

辺地域を位置づけます。業務・産

業、商業、文化・交流などの多様

な機能の高度な集積と、国内外の

人々の活発な活動や交流が行わ

れ、イノベーションが生まれ続け

る拠点として育成します。 

17  43 第３章立川市の将

来像 

第３節将来都市構

造 

また、一団地の住宅施設（既に地

区計画に移行済みの団地も含む）

のうち、将来にわたり一定の人口

密度が見込まれる地域に位置し、

かつ、主要なバス路線に近接する

若葉町団地、けやき台団地、富士

見町団地の周辺を位置づけます。 

また、一団地の住宅施設（既に廃

止済みの住宅団地も含む）のう

ち、将来にわたり一定の人口密度

が見込まれる地域に位置し、か

つ、主要なバス路線に近接する若

葉町団地およびけやき台団地の

周辺、富士見町団地の周辺を位置

づけます。 

18  46 第３章立川市の将

来像 

第３節将来都市構

多摩地域の中心都市として、人々

の暮らしを支えるために必要な

商業・業務機能の充実と、文化・

多摩地域の中心都市として人々

の暮らしを支える「商業・業務ゾ

ーン」として位置づけます。 



 

造 交流施設等を図るゾーンです。 

19  46 第３章立川市の将

来像 

第３節将来都市構

造 

区域を「緑農住宅ゾーン」として

位置づけます。駅周辺の基盤整備

と緑を生かした計画的なまちづ

くりを進めるゾーンです。 

区域を「緑農住宅ゾーン」として

位置づけます。 

20  50 第４章分野別まち

づくり方針 

第１節土地利用の

方針 

特別用途地区等の活用による複

合的な土地利用の誘導により、誰

もが暮らしやすい住環境の形成

を図ります。 

特別用途地区等の活用により、住

環境との調和に配慮した小規模

な飲食店などの複合的な土地利

用を誘導し、誰もが豊かで暮らし

やすい住環境の形成を図ります。 

21  54 第４章分野別まち

づくり方針 

第２節道路・交通の

整備方針 

「東京における都市計画道路の

整備方針（第四次事業化計画）（平

成28（2016）年）」では、「都市

活力の強化」「都市防災の強化」

「安全で快適な都市空間の創出」

「都市環境の向上」を都市計画道

路の整備に関わる基本目標とし

ています。 

「東京における都市計画道路の

整備方針（令和８（2026）年）」

では、「都市の強靭化」「人やモ

ノの自由な移動」「安全で快適な

道路空間の創出」「都市環境の向

上」を都市計画道路の整備に関わ

る基本目標としています。 

22  55 第４章分野別まち

づくり方針 

第２節道路・交通の

整備方針 

多摩都市モノレールについて、上

北台～箱根ヶ崎間の整備促進と、 

多摩都市モノレールについて、

2030年代半ばの開業を目指し事

業が進められている上北台～箱

根ケ崎間の整備促進と、 

23  59 第４章分野別まち

づくり方針 

第３節みどり・環境

の形成方針 

生産緑地地区制度や都市農地貸

借円滑化（立川市農地バンク制

度）を活用するほか、 

生産緑地地区制度の活用や立川

市農地バンク制度を通じた貸借

を推進するほか、 

24  60 第４章分野別まち

づくり方針 

第３節みどり・環境

の形成方針 

隣接する若葉緑地と一体的な活

用を進めます。 

公園や広場、緑地等としての

活用を進めます。 

25  76 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第２節南地域 

生活の中心地であるＪＲ西立川

駅を中心としたエリアでは、 

生活の中心地であるＪＲ西立川

駅を中心としたエリアや富士見

町団地周辺では、 

26  79 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第２節南地域 

ＪＲ立川駅南口周辺等、土地区画

整理事業等により都市施設が整

備された地区は、地区計画制度や

建築協定等の活用、「立川市景観

計画（平成30（2018）年）」に基

づく建築物の形態意匠等の規

制・誘導等により、にぎわいと活

力のあるまちづくり、良好な街並

みの保全・形成を図ります。 

ＪＲ立川駅南口周辺等、土地区画

整理事業等により都市施設が整

備された地区や、都市計画道路 

立３・３・27号 南口大通り線沿

道では、地区計画制度や建築協定

等の活用、「立川市景観計画（平

成30（2018）年）」に基づく建築

物の形態意匠等の規制・誘導等に

より、にぎわいと活力のあるまち

づくり、良好な街並みの保全・形

成を図ります。 



 

27  79 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第２節南地域 

都市計画道路 立３･３･27号 南

口大通り線沿道は、「立川市景観

計画（平成30（2018）年）」に基

づく建築物の形態意匠等の規

制・誘導を図るとともに、地区計

画制度の活用による低層部のに

ぎわいの連続性の確保や、ＪＲ立

川駅を中心とした人中心の出か

けたくなる官民一体的な空間を

創出します。 

地区計画制度等の活用による低

層部のにぎわいの連続性の確保

や、エリアマネジメントの推進等

により、ＪＲ立川駅を中心とした

人中心の出かけたくなる官民一

体的な空間を創出します。 

28  82 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第２節南地域 

地区計画制度の活用による低層

部のにぎわいの連続性の確保や、 

地区計画制度等の活用による低

層部のにぎわいの連続性の確保

や、エリアマネジメントの推進等

により、 

29  88 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第３節中央地域 

地区計画制度等の活用による低

層部のにぎわいの連続性の確保

や、 

地区計画制度等の活用による低

層部のにぎわいの連続性の確保

や、エリアマネジメントの推進等

により、 

30  89 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第３節中央地域 

幹線道路等の整備を図ります。 幹線道路等の整備を図ります。 

緑化重点地区である立川駅周辺

地区や、国営昭和記念公園、多摩

都市モノレールに隣接する民間

開発事業において積極的な緑化

を誘導し、厚みとつながりのある

水と緑のネットワークの形成を

図ります。 

31  91 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第３節中央地域 

都市機能の更新を図ります。 都市機能の更新を図ります。 

地区計画制度等の活用による低

層部のにぎわいの連続性の確保

や、エリアマネジメントの推進等

により、ＪＲ立川駅を中心とした

人中心の出かけたくなる官民一

体的な空間を創出します。 

32  91 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第３節中央地域 

道路ネットワ－クの形成を推進

します。 

道路ネットワ－クの形成を推進

します。 

土地区画整理事業により基盤の

整った「立川基地跡地昭島地区」

において、泉町西公園の整備を進

めます。 

33  91 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第３節中央地域 

下水道施設の整備を図ります。 下水道施設の整備を図ります。 

緑化重点地区である立川駅周辺

地区や、国営昭和記念公園、多摩

都市モノレールに隣接する民間

開発事業において積極的な緑化



 

を誘導し、厚みとつながりのある

水と緑のネットワークの形成を

図ります。 

34  94 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第４節北部東地域 

北部東地域は、拠点となる西武拝

島線玉川上水駅が位置し 

北部東地域は、拠点となる西武拝

島線玉川上水駅やけやき台団

地・若葉町団地が位置し 

35  94 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第４節北部東地域 

けやき台団地周辺等は老朽化が

進んでおり 

けやき台団地や若葉町団地は老

朽化が進んでおり 

36  98 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第４節北部東地域 

地域の拠点である玉川上水駅を

中心としたエリアでは、道路環境

の整備など基盤整備を推進し、地

域の特性に合わせ、日常生活を支

える機能等の集積を進めます。 

地域の拠点である玉川上水駅を

中心としたエリアでは、道路環境

の整備など基盤整備を推進し、地

域の特性に合わせにぎわいと魅

力のある商業空間など、日常生活

を支える機能等の集積を進めま

す。 

37  99 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第４節北部東地域 

地区計画制度等の活用によるゆ

とりある住環境の保全・形成 

地区計画制度等の活用によるゆ

とりある住環境の保全・形成 

玉川上水駅周辺における地域の

拠点の形成に向けたビジョンの

検討 

38  103 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第５節北部中地域 

地域の特性に合わせ日常生活を

支える機能等の集積を進めます。 

地域の特性に合わせにぎわいと

魅力のある商業空間など、日常生

活を支える機能等の集積を進め

ます。 

39  104 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第５節北部中地域 

 一団地の住宅施設の更新や都市

計画道路の整備を見据えて、玉川

上水駅周辺における具体的なビ

ジョンを住民とともに作成・共有

し、地域の拠点の形成を推進して

いきます。 

40  104 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第５節北部中地域 

 玉川上水駅周辺における地域の

拠点の形成に向けたビジョンの

検討 

41  107 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第５節北部中地域 

立３･４･39号 武蔵砂川駅榎線の

整備促進を図ります。 

立３･４･39号 武蔵砂川駅榎線の

整備促進を図ります。また、西武

拝島線と都市計画道路の立体化

を促進し、交通の円滑化を図りま

す。 

42  114 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第７節拠点別まち

づくり方針 

住宅地への通過交通の流入を防

止し、バス等の公共交通が円滑に

運行できるようにするために幹

線道路等の整備を図ります。 

通過交通の流入を防止し、バス等

の公共交通が円滑に運行できる

ようにするために幹線道路等の

整備を図ります。 

43  114 第５章地域別・拠点 JR中央線に隣接する地区につい ＪＲ中央線・青梅線に隣接する地



 

別まちづくり方針 

第７節拠点別まち

づくり方針 

ては、都市計画道路 立３･３･30

号 立川東大和線、立３･２･10号 

緑川通り線、立鉄中付第１号線・

第２号線等の道路整備を推進し、

快適な住環境の形成を図ります。 

区については、都市計画道路 立

３・１・34号中央南北線、立３･

３･30号 立川東大和線、立３･２･

10号 緑川通り線、立鉄中付第１

号線・第２号線等の道路整備を推

進し、快適な市街地環境の形成を

図ります。 

44  115 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第７節拠点別まち

づくり方針 

 都市計画道路 立３・３・27号 南

口大通り線沿道では、「立川市景

観計画（平成30（2018）年）」に

基づく建築物の形態意匠等の規

制・誘導等により、良好な街並み

の保全・形成を図ります。 

45  115 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第７節拠点別まち

づくり方針 

まちづくり関係団体や民間事業

者と連携し、 

まちづくり関係団体や民間事業

者と連携したエリアマネジメン

トを推進し、 

46  117 第５章地域別・拠点

別まちづくり方針 

第７節拠点別まち

づくり方針 

野火止用水等歴史を残すゆかり

の緑の保全を図ります。 

野火止用水等歴史を残すゆかり

の緑の保全を図ります。 

多摩都市モノレールに隣接する

民間開発事業において積極的な

緑化を誘導し、厚みとつながりの

ある水と緑のネットワークの形

成を図ります。 

47  122 第６章まちづくり

の推進に向けて 

第１節実現に向け

ての基本的考え方 

よりよいまちづくりの推進に取

り組みます。 

よりよいまちづくりの推進に取

り組みます。 

①市民の役割 

市民は、まちづくりに参画する主

体として、次の役割を果たすもの

とします。 

・ 都市計画や施策に関する情

報に接し、説明会等への参加や意

見発信を行う 

・ 自治会等を通じて地域課題

の共有・解決に取り組む 

・ 日常生活の中で緑化・景観・

防災・環境配慮等の行動を実践す

る 

・ 多様な人々が暮らしやすい

地域コミュニティ形成に寄与す

る 

 

②事業者の役割 

事業者は、都市活動の担い手とし



 

て、次の役割を果たすものとしま

す。 

・ 計画の趣旨を踏まえ、事業活

動において周辺環境や地域特性

に配慮する 

・ 環境負荷低減、景観形成、防

災対応など持続可能な都市づく

りに資する取組を進める 

・ 地域住民や市との対話を重

視し、課題解決やにぎわい創出に

協働で取り組む 

・ 雇用創出や経済活動を通じ、

都市の魅力向上と持続的発展に

寄与する 

 

③市の役割 

市は、計画の目標・方針に基づき、

以下の役割を果たすものとしま

す。 

・ 個別部門計画と連携した総

合的なまちづくりの推進 

・ 計画内容や進捗の情報提供、

市民・事業者との意見交換の機会

の充実 

・ 制度的な支援、支援体制の整

備 

・ 駅周辺のにぎわい創出、都市

施設の整備、みどり・環境の保全、

都市防災などの施策展開 

・ 持続可能な都市づくりへの

継続的な取組 

48  123 第６章まちづくり

の推進に向けて 

第１節実現に向け

ての基本的考え方 

また、市民、事業者等で構成する また、今後の人口減少社会におい

ては、新たな都市施設等の整備だ

けでなく、これまでに整備した既

存ストックの有効活用も重要と

なります。このため、市民、事業

者等で構成する 

※網掛けはパブリックコメントを受けた変更 

 


